
令和５年度 各派代表者会議概要 

 

日 時 令和５年９月８日（金） 13時 05分～13時 20分 

場 所 議会応接室 

出 席 者 

【議員】 

呉屋等 議長、伊波一男 副議長、石川慶 議員（絆輝クラブ）、

山城康弘 議員（政進会）岸本一德 議員（公明党）、知念秀明 

議員（共生の会）、上里広幸 議員（和みクラブ）、宮城政司 議

員（結・市民ネットワーク）、宮城優 議員（マブイ）、我如古

盛英議員（じのーんの風立憲・社民） 

 

【議会事務局】  

川上一徳（議会事務局長）、仲村厚子（次長）、平田駒子（議

事担当主幹）、國頭由紀子（総務係長）、大城拓也（議事係長） 

協 議 事 項 

①倉浜議会からの本市タブレット端末使用に関する協力依

頼について 

②政策討論会全体会について 

③議会事務局年間予定表を議員へ提供することについて 

④ハワイ州・マウイ島で発生した山火事への災害見舞金の取

扱いについて 

⑤沖縄県市議会議長会議員職員研修（宮古島市）での参加負

担金について 

⑥各会派で使用するＵＳＢの購入依頼について 

⑦令和６年版市議会手帳の個人購入について 

⑧中部市議会議長会議員・職員研修について 

その他 

会 議 概 要 ①倉浜議会からの本市タブレット端末使用に関する協力依

頼について 

〇議会事務局より次の説明を行った。 

・倉浜議会において、タブレット端末で議案書を見ることに

より、ペーパレス化につなげたいとのこと。 

・本市はサイボウズだが、倉浜議会はサイドブックスを活用

する。ＵＲＬがネット上にあるので、それにログインして

その中で議案書を閲覧したりメモしたり保存をするので、

タブレット端末にダウンロードしたりする作業はない。 

＊各派代表者からの質疑はなかった。 

◎議長より、今後は事務局同士調整を行い、最終的な決定は

議長決裁にするということとなった。 



②政策討論会全体会について 

〇議会事務局より次の説明を行った。 

・市民との意見交換会での御意見を、各分科会で対応等を協

議中であるが、今後の予定として、政策討論会を議長が招

集することになるが、９月２６日（火）を予定している。 

・市長への政策提言手交については、９月定例会最終日の９

月２８日（木）本会議終了後に行う。参加者は従来通り、

正副議長、３常任委員長、議運委員長、広報広聴委員長、

計７人である。全議員へ周知してまいりたい。 

＊各派代表者からの質疑はなかった。 

③議会事務局年間予定表を議員へ提供することについて 

〇議会事務局より次の説明を行った。 

・前年度の日程を参考に年間予定表を作成しているが、議員

にも提供してほしと要望がある。あくまでも予定なので、

議員以外へ提供は行わないということであれば、提供して

いきたい。 

＊各派代表者からの質疑はなかった。 

④ハワイ州・マウイ島で発生した山火事への災害見舞金の取

扱いについて 

〇提案者の宮城優議員より次の説明を行った。 

・戦後食糧難で苦しいときに助けてくれたハワイの方々へ、

少しでも勇気になればと、支援金とエールを全議員総意の

もと、お送りしたい。 

◎議長より、補足として次の説明を行う。 

・市当局は９月１９日に日本赤十字社沖縄支部へ災害救援金

として１００万円を贈呈する予定とのこと。本市議会もそ

れに合わせて贈呈式を行いたいので、この件に関しては会

派へ持ちかえり、回答いただきたい。 

 義援金の額は、議員１人１万円にしたいが、議長の提案と

して、議員クラブの積み立てから１人５千円、個人負担と

して１人５千円、あわせて１万円とし、合計２６万円を贈

呈することはいかがか。 

 ９月１２日までに、義援金を行うか、いくらにするかを会

派で調整していただきたい。 

〇事務局長より説明を行う。 

・義援金については、会派長が了承であれば、額について議

長提案の議員クラブから１人５千円、個人負担１人５千円、

合計１万円を義援金としてよいかということを会派へ持ち



かえっていただくというのはいかがか。御異議があるなら

事務局へ９月１２日までに回答していただきたい。了承と

いうことであれば９月１５日までに１人５千円を会派毎で

事務局へ納入していただきたい。 

＊慶議員より質疑あり。 

Ｑ過去にもこのような義援金をだしたことがあると思うが以

前も議員クラブからも支出したか。 

Ａ事務局より：過去には九州北部豪雨、東日本大震災の際は、

議員クラブから支出していないが、それ以前の災害等では

議員クラブから支出している。 

Ｑ今後も同様なことがあれば、その都度決めていくのか。 

Ａ議長より：今回は急なことであるので、半分は、議員クラ

ブからの支出としたが、期間的に余裕があれば、個人負担

でもよいかと思うが、その都度対応を検討したい。 

＊副議長より質疑あり。 

Ｑ最終確認だが議員クラブから１人５千円と個人負担５千円

の合計１人１万円ということを会派へ持ちかえりするとい

うことで間違いないか。 

Ａ議長より：毎月１５００円積み立てている。その中から５

千円支出する予定である。１人１万円ということで間違い

ない。 

＊上里議員より質疑あり。 

Ｑ公職選挙法、寄付行為に該当しないか。 

Ａ選挙区外であるため、該当しないものと考える。 

◎議長より：今後については、９月１２日までに事務局へ回

答していただき、９月１５日までには５千円も納入してい

ただきたい。 

⑤沖縄県市議会議長会議員職員研修（宮古島市）での参加負

担金について 

〇議会事務局より次の説明を行った。 

・１０月１８日開催の県市議会議長会議員職員研修会（宮古

島市）の意見交換会会費が１人３千円である。従来通り、

議員クラブから支出してよいか諮りたい。 

・異議なしのため、議員クラブより支出することに決定した。 

＊各派代表者からの質疑はなかった。 

⑥各会派で使用するＵＳＢの購入依頼について 

〇議会事務局より次の説明を行った。 

・各会派へ貸与しているＰＣで使用しているＵＳＢを、より 



 セキュリティの高いＵＳＢを購入したい会派があれば事務

局まで連絡してもらいたい。１個/５千円～２万円 

 政務活動費からの支出も可能と考える。 

・議員が元々使用しているＵＳＢもデジ推進課で登録を行な

えば使用できるが、セキュリティ面では責任は負えない。 

＊岸本議員より質疑あり。 

Ａ政務活動費の消耗品費の限度額は１万円と思うが、ＵＳＢ

がそれ以上の価格の場合、全額は政務活動費から支出でき

ないのではないか。 

Ｑ事務局より：ＵＳＢが消耗品費か備品かどうかも含めて確

認させていただきたい。 

＊慶議員より質疑あり。 

Ａ会派の人数分購入してもよいか。 

Ｑ事務局より：現在、ＰＣが各会派に１台から２台しか貸与

できていない。そのため、ＵＳＢについては個人で使用し

た方がよいと考えるので、会派の人数分持つのも、問題な

いと考える。 

⑦令和６年版市議会手帳の個人購入について 

〇議会事務局より次の説明を行った。 

・１冊/１千円。購入希望者がいる場合は、会派毎に取りまと

めて９月１３日までに事務局へ報告をお願いしたい。 

⑧中部市議会議長会議員・職員研修について。 

〇議会事務局より次の説明を行った。 

・令和５年度は本市が開催地である。 

開催日はＲ６．１月１９日金曜日を予定しているが、会場

等の都合により変更の可能性もある。 

 意見交換会費は議員クラブより支出予定（１人/３千円） 

 研修内容は、防災関係でいかがか。 

・異議なしのため、議員クラブより支出することに決定した。 

＊各派代表者からの質疑はなかった。 

その他 

◎議長より、次の依頼を行った。 

・宜野湾市身体障がい者協会から１１月１２日（日）に開催

される「宜野湾市きずな芸能まつり」への出演とチケット

購入依頼があるので、議員クラブの幹事で相談して対応し

ていただきたい。１人から３人まで可能とのこと。 

 チケット１人/１０００円 身障協からチケットが届き次

第、各会派へ連絡し、会派毎で取りまとめる 



 


